
 

 

 

 

 

 

違反対象物に係る公表制度の開始について 

（平成３０年４月１日から開始） 

重大な消防法令違反のある建物を 

岩国地区消防組合ホームページに公表します 

公表制度の目的 

公表対象となる法令違反 公表の内容 

 

建物利用者に、重大な法令違反のある

建物の名称・所在地・違反の内容を公

表することで、その建物が安全に利用

できるか判断できるようにすること

と、防火安全意識の向上と火災被害の

軽減を図る。 

 

スポーツ施設、劇場、パチンコ

店、飲食店、物品販売店、宿泊施

設、老人福祉施設、幼稚園、保育

所など、不特定多数の人が出入り

する建物（特定用途防火対象

物）。 

違反建物名称【例：〇〇商店】 

違反建物所在地【例：岩国市〇〇町

〇丁目〇番〇号】 

違反の内容【例：屋内消火栓未設

置】 

屋内消火栓、スプリンクラー設備、

自動火災報知設備の設置が必要であ

るにもかかわらず、設置されていな

い場合。   

 

重大な法令違反のある建物の情報を     

平成３０年４月１日から岩国地区消防組合

のホームページに公表します。 

公表の対象建物 

お問い合わせ 

〒７４０－００３７ 岩国市愛宕町一丁目４－１ 岩国地区消防組合消防本部予防課 
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